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Chapter28のまとめ 2012.3.15

設例2-3　解説　(4)調整税額 ②　（2,360,000円－280,000円）×10％＝208,800円 ②　（2,360,000円－280,000円）×10％＝208,000円

26-30
＜特定２事業の課税売上げの合計が全体

の75％以上の場合のみなし仕入率＞

みなし仕入率の高い方の事業の課税売上高

全体の課税売上高

みなし仕入率の高い方の事業の課税売上高に係る消費税額

全体の課税売上高に係る消費税額

『税理士　とおるテキスト(Ⅱ)　消費税法 』　(2012年1月27日　初版第1刷)

訂正箇所 誤 正

弊社の書籍をご利用いただき、有難うございます。

お手数をおかけして申し訳ございませんが訂正の上、ご利用下さい。

ISBN978-4-7810-3428-7　C1034　\2800E

なお、弊社HP【「ネットスクール」検索→「読者の方へ」】にて訂正資料等の最新情報を閲覧・ダウンロードできますので、ご利用下さいますようお願い致します。

訂正が出ないようにと努力しておりますが以下の通り、誤りが判明致しました。

2012.8.23

〈資産の譲渡等の対価の額の注意点〉 ①売上げに係る対価の変換等は・・・ ①売上げに係る対価の返還等は・・・

〔具体例〕 売上高 売上高に係る消費税額
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